
議案第１７号

向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

向日市指定地域密着型介護予に関する基準を定める条例及び

防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める 例 について条 の一部改正

向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

向日市指定地域密着型介護予防サービスする基準を定める条例及び

の一部をの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

例を制定する。改正する条

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２９年２月２１日提出

向日市長 安 田 守
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条例第 号

向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

向日市指定地域密着型介護予に関する基準を定める条例及び

防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例 例の一部を改正する条

（向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正）

第１条 向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成２４年条例第１１号）の一部

を次のように改正する。

第５９条の１２及び第５９条の３４中「重要事項に関する規

程」の次に「（以下この節において「運営規程」という。）」を

加える。

第８２条第６項の表当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の

同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合の項中

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「、指

定地域密着型通所介護事業所」を加える。

（向日市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第２条 向日市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年条例第１２

号）の一部を次のように改正する。

第３９条第１項中「聞く」を「聴く」に改める。
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第４４条第６項の表当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合

の項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に

「、指定地域密着型通所介護事業所」を加える。

第８６条中「、第３９条」の次に「（第５項を除く。）」を加

える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



〈参 考〉

向日市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例（第１条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（運営規程） （運営規程）

第５９条の１２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定 第５９条の１２ 指定地域密着型通所介護事業者は、指定

地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運 地域密着型通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運

営についての重要事項に関する規程（以下この節におい 営についての重要事項に関する規程

て「運営規程」という。）を定めておかなければならな を定めておかなければならな

い。 い。

(1)～(10) 略 (1)～(10) 略

（運営規程） （運営規程）

第５９条の３４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通 第５９条の３４ 指定療養通所介護事業者は、指定療養通

所介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重 所介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する規程（以下この節において「運営規程」 要事項に関する規程

という。）を定めておかなければならない。 を定めておかなければならない。

(1)～(9) 略 (1)～(9) 略

（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第８２条 略 第８２条 略

１～５ 略 １～５ 略

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める ６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める

人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業 人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業

者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関す 者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人員に関す

る基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄 る基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄

に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の

中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。 中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

略 略 略 略 略 略

当該指定小規模多 前項中欄に掲げる 看護師又は准看 当該指定小規模多 前項中欄に掲げる 看護師又は准看

機能型居宅介護事 施設等、指定居宅 護師 機能型居宅介護事 施設等、指定居宅 護師

業所の同一敷地内 サービスの事業を 業所の同一敷地内 サービスの事業を

に中欄に掲げる施 行う事業所、指定 に中欄に掲げる施 行う事業所、指定
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設等のいずれかが 定期巡回・随時対 設等のいずれかが 定期巡回・随時対

ある場合 応型訪問介護看護 ある場合 応型訪問介護看護

事業所、指定地域 事業所

密着型通所介護事

業所、指定認知症 、指定認知症

対応型通所介護事 対応型通所介護事

業所、指定介護老 業所、指定介護老

人福祉施設又は介 人福祉施設又は介

護老人保健施設 護老人保健施設

７～１３ 略 ７～１３ 略
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向日市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例（第２条

関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（地域との連携等） （地域との連携等）

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、 第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、

指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たって 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たって

は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職 は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職

員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が 員又は当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が

所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規 所在する区域を管轄する法第１１５条の４６第１項に規

定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対 定する地域包括支援センターの職員、介護予防認知症対

応型通所介護について知見を有する者等により構成され 応型通所介護について知見を有する者等により構成され

る協議会(以下この項において「運営推進会議」とい る協議会(以下この項において「運営推進会議」とい

う。)を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会 う。)を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会

議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を 議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を

受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等 受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等

を聴く機会を設けなければならない。 を聞く機会を設けなければならない。

２～５ 略 ２～５ 略

（従業者の員数等） （従業者の員数等）

第４４条 略 第４４条 略

２～５ 略 ２～５ 略

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める ６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める

人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅 人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅

介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人 介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の人

員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同 員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同

表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護 表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護

従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事する 従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事する

ことができる。 ことができる。

略 略 略 略 略 略

当該指定介護予防 前項中欄に掲げる 看護師又は准看 当該指定介護予防 前項中欄に掲げる 看護師又は准看

小規模多機能型居 施設等、指定居宅 護師 小規模多機能型居 施設等、指定居宅 護師

宅介護事業所の同 介護サービスの事 宅介護事業所の同 介護サービスの事
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一敷地内に中欄に 業を行う事業所、 一敷地内に中欄に 業を行う事業所、

掲げる施設等のい 指定定期巡回・随 掲げる施設等のい 指定定期巡回・随

ずれかがある場合 時対応型訪問介護 ずれかがある場合 時対応型訪問介護

看護事業所、指定 看護事業所

地域密着型通所介

護事業所、指定認 、指定認

知症対応型通所介 知症対応型通所介

護事業所、指定介 護事業所、指定介

護老人福祉施設又 護老人福祉施設又

は介護老人保健施 は介護老人保健施

設 設

７～１３ 略 ７～１３ 略

（準用） （準用）

第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１５条、第 第８６条 第１１条、第１２条、第１４条、第１５条、第

２３条、第２４条、第２６条、第３１条から第３４条ま ２３条、第２４条、第２６条、第３１条から第３４条ま

で、第３６条、第３７条（第４項を除く。）、第３８ で、第３６条、第３７条（第４項を除く。）、第３８

条、第３９条（第５項を除く。）、第５６条、第５９条 条、第３９条 、第５６条、第５９条

及び第６０条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同 及び第６０条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同

生活介護の事業について準用する。この場合において、 生活介護の事業について準用する。この場合において、

第１１条第１項中「第２７条に規定する運営規程」とあ 第１１条第１項中「第２７条に規定する運営規程」とあ

るのは「第８０条に規定する重要事項に関する規程」 るのは「第８０条に規定する重要事項に関する規程」

と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるの と、「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるの

は「介護従業者」と、第２６条第２項中「この節」とあ は「介護従業者」と、第２６条第２項中「この節」とあ

るのは「第４章第４節」と、第３２条中「介護予防認知 るのは「第４章第４節」と、第３２条中「介護予防認知

症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」 症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護 と、第３９条第１項中「介護予防認知症対応型通所介護

について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症 について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症

対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「６ 対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「６

月」とあるのは「２月」と、第５６条中「介護予防小規 月」とあるのは「２月」と、第５６条中「介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」 模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」

と、第５９条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護 と、第５９条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生 事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業者」と読み替えるものとする。 活介護事業者」と読み替えるものとする。


